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受験生の皆様  

京都華頂大学・華頂短期大学 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に伴う入学試験実施について（本学の対応） 

 

 

 本学では、令和5（2023）年度入学試験実施にあたり、文部科学省「令和5年度大学入学者選抜に係る新型コ

ロナウイルス感染症に対応した試験実施のガイドライン」に基づき、受験生の皆様が安心して入学試験受験に臨

めるよう以下の通り対策を講じたうえで試験を実施します。 

「2023年度入学者選抜実施要項（京都華頂大学p.26、華頂短期大学p.21）」と以下内容をご確認いただき、感

染拡大防止へのご理解とご協力をお願いいたします。 

 今後の状況に応じて内容に変更が生じた場合は、あらためて本学Webサイト等でお知らせいたします。 

 

試験日程の振替等の対応について 

以下「１．試験日程の振替等の対象となる受験生」に該当する方は、受験を控えてください。 

その場合は、試験日程の振替等の措置を講じ、受験機会の確保のため柔軟に対応します。 

 

１．試験日程の振替等の対象となる受験生 

▪試験当日の検温で、37.5度以上の熱がある者。また、37.5度までの熱はないものの、発熱や咳等の症状が 

見られる者。 

▪試験前から継続して発熱・咳等のある者。 

▪学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（新型コロナウイルス、新型インフルエンザ等を含 

む）に罹患し、試験日までに医師が治癒したと診断していない者。 

▪試験日直前に保健所等から濃厚接触者に該当するとされた者。 

▪海外から日本に入国後、待機期間中の者。              

▪新型コロナウイルス感染症に罹患または濃厚接触の検査中の者。また、無症状の濃厚接触者(※)に該当する者。 
 

※以下「4.無症状の濃厚接触者への対応」に該当する場合、また症状により学校医その他の医師において 

感染の恐れがないと認められた時は、この限りではありません。 

 

２．対象の入学試験 

全ての入試を対象とします。 

※ただし、「入学時成績優秀者特別奨学生制度（一般選抜入学試験A・B日程）」は、試験日程の振替対応に適用しません。 

 

３．入学試験の配慮内容について 

▪前項1に該当し、希望する場合は試験日程を振り替えて試験を受験することが可能です。詳しい内容は対象 

者に別途お知らせします。 

 ▪追加の検定料は不要です。 

  ※試験日程の振替で受験を希望する場合は、試験開始時刻までに入学広報課まで連絡してください。 

※試験を受験することができなかったことを証明する医療機関の診断書等（写し可）を提出してください。 



 

４．無症状の濃厚接触者への対応 

以下①・②のいずれの要件も満たす場合は、無症状の濃厚接触者の別室での受験を認めることとします。 

該当する場合は、入学広報課まで事前に連絡してください。 
 

①初期スクリーニング（自治体によるPCR検査及び検疫所における抗原定量検査）の結果、陰性であること。 

 検査結果が判明するまでは受験できません。その場合は、「3. 入学試験の配慮内容について」に基づいた 

対応を行います。 

②受験当日も無症状であること。 

 

５．その他 

 ▪発熱、咳等の申し出がない場合でも、監督者の判断で受験を中断してもらう場合があります。 

▪濃厚接触者とは、保健所より濃厚接触者に該当すると伝えられた者のほか、過去 2週間以内に、政府から入 

国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域から日本に入国した者を言います。（無症状の濃厚 

接触者も振替等の対象者として扱います。） 

 

受験生の皆様へお願い 

【試験前日まで】 

１．体調管理について 

▪日頃から、手洗い・手指消毒、咳エチケットの徹底、身体的距離の確保、「三つの密」の回避などを行うと 

 ともに、バランスのとれた食事、適度な運動、休養、睡眠など、体調管理に心がけてください。 

 ▪発熱・咳・嗅覚・味覚障害等の症状がある方はあらかじめ医療機関を受診してください。 

 

【試験当日】 

１．体調管理について 

▪試験当日、来校前に自主検温を行ってください。37.5度以上の熱がある場合や、37.5度までの熱はないもの 

の、発熱や咳等の症状がある場合は、入学広報課まで連絡してください。 

 

２．マスク着用（義務） 

 ▪症状の有無にかかわらず、各自マスクを着用し、試験場では、昼食時以外は常に着用してください。 

  （鼻と口の両方を確実に覆うこと。）休憩時間や昼食時間における他者との接触、会話を極力控えてください。 

 ▪特別な事情があり、マスクが着用できない方は、必ず事前に入学広報課まで申し出てください。 

 

３．速乾性アルコール製剤による手指消毒 

 ▪試験室等への入退室を行うごとに、常設の速乾性アルコール製剤を使用し手指消毒を行ってください。 

 

４．昼食 

 ▪学内の食堂は閉室しているため、昼食が必要な場合は各自持参し、自席で食事をとるようにしてください。 

 

５．付添者の入構 

 ▪事情により付添者の入構が必要な場合は、検温と手指消毒の後、指定の控室にご案内します。 

６．服装 

 ▪試験室の換気のため、窓の開放等を行います。着衣等で調節ができるよう各自用意してください。 

 

【試験後】 

 ▪入学試験終了後2週間以内にコロナウイルス陽性診断が出た場合は、入学広報課に連絡してください。 



 

試験実施における本学の衛生管理体制等 

１．試験室の座席間の距離の確保 

 ▪前後左右の距離をなるべく 1メートル程度の間隔を確保して座席を配置します。 

 

２．速乾性アルコール製剤の準備 

 ▪試験場入口や試験室ごとに速乾性アルコール製剤を配置します。 

 

３．休養室の確保 

 ▪発熱・咳等の体調不良者のための休養室等を本学試験場に用意します。 

 

４．別室の確保 

 ▪発熱・咳等の症状のある者の受験に備えて、別室を設けます。 

 ▪別室では、概ね2メートル以上の間隔で座席を配置します。 

 

５．試験室の机、椅子の消毒 

 ▪試験日前日までに消毒用アルコールを使用した拭き取りを行います。 

 

６．面接・面談試験の実施 

 ▪受験生と面接・面談者との距離は 2メートル以上を確保して実施します。 

 ▪面接・面談試験では、透明マスクの着用やパーテーションの設置等の対策を講じます。 

 

７．換気の実施 

 ▪窓や扉を可能な限り開放し、換気を行います。 

 ▪その他、試験の妨げにならない範囲で可能な限り試験室の換気を行います。 

 

８．試験終了時の試験室からの退出方法について 

 ▪終了時の混雑を避けるため、各試験室からの一斉退出は行わず、一定の間隔を確保し退出の指示を行います。 

 

９．試験監督者等の感染対策について 

 ▪「三つの密」の回避や、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生をはじめとした基本的な感染対策の継続など、 

感染拡大を予防する「新しい生活様式」を実践します。 

 

10．その他 

 ▪上記の他、それぞれの試験実施状況に応じて、本学が定める対応を講じます。 

 

 
ご質問等がございましたら、入学広報課までお問い合わせください。 

 

 

 

【入学広報課】 

ＴＥＬ ：075-551-1211 

Ｍａｉｌ：nyugaku@kyotokacho-u.ac.jp 


